
改正道路交通法の施行
平成２５年１２月１日に施行平成２５年１２月１日に施行平成２５年１２月１日に施行平成２５年１２月１日に施行

無免許運転

１ 無免許運転などの罰則が強化

無免許運転の下命・容認

自動車の使用者等が無免許運転

を命じたり、容認する行為の禁止

免許証不正取得

２ 無免許運転の助長・容認行為の禁止規定の新設

３ 制動装置不良自転車の検査規定等の新設

罰則 １年以下の懲役又は30万円以下の罰金

罰則 ３年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自動車等提供罪

無免許運転を行うおそれのある者

に対し、自動車等を提供する行為の

禁止

自動車等同乗罪

自動車等の運転者が無免許である

ことを知りながら、要求又は依頼し

て、その運転する自動車等に同乗す

る行為の禁止

自動車等提供者

３年以下の懲役又は50万円以下の罰金

※ 提供者が運転免許を有する場合、免許の

取消し、停止処分を受けることがあります。

自動車等同乗者

２年以下の懲役又は30万円以下の罰金

※ 同乗者が運転免許を有する場合、免許の

取消し、停止処分を受けることがあります。

ブレーキの検査等

警察官は、ブレーキ不良と認め

られる自転車を停止させ、制動装

置について検査することができる。

応急措置命令等

警察官は、ブレーキ不良と認め

た自転車を安全に運転することが

できるようにするため、応急の措

置を命ずることができる。

応急の措置で必要な整備ができ

ない場合は、その自転車の運転の

中止を命ずることができる。

・警察官の停止に従わない場合

・検査を拒否・妨害した場合

５万円以下の罰金

・警察官の応急措置命令に従わない場合

・運転中止命令に従わない場合

５万円以下の罰金

※ 欠格期間とは、免許を受けることができない期間

のことをいいます。
期間については、前歴がない場合の処分です。

無免許運転 19点

(欠格期間１年)

無免許運転 25点

(欠格期間２年)

※ 自動車等とは、自動車又は原動機付自転車のことをいいます。
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４ 自転車の路側帯通行方法の改正

自転車などの軽車両は、進行方向に向かって道路左側の路側帯に限り通行

可能となります。

ただし、

・ 路側帯を通行中の歩行者の通行を著しく妨げる場合は、路側帯を

通行できません。

・ 路側帯を通行する場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と

方法で進行しなければなりません。
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道路左側にある路側帯でも、歩行者用路側帯は通行できません。
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